
令和 5年度 直方市高齢者保健福祉協議会（第３回）議事要録 

日時：令和 5 年 11 月 27 日（月）15：00～ 

場所：8 階大会議室 

次 第 1．開会 

2．会長あいさつ 

3．議題 

(1) 第 9 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 計画素案                                                                               

４．その他 

（出席委員）松岡委員、河野委員、阿部委員（リモート出席）、佐々木委員、青見委員、

早柏委員、松木委員、井上委員、谷川委員 

（欠席委員）髙山委員、仲野委員 

会議要録 

３．議題 （１）第 9期高齢者保健福祉計画策定・介護保険事業計画／計画素案 

①計画素案（６３ページまで） 

（事務局より資料説明後、質疑） 

 

（意見） 

【A 委員】 

○のおがた元気ポイント事業が度々出てくるが、本事業の具体的な内容がわかる記載が

ない。市の独自の取組になると思うので紹介したら良いと思う。 

⇒（事務局）本計画は主に関連する市や関係団体などが推進していく時に使っていくた

め、市民の方の目に触れる機会は少ないと思うが、市民の方にはわかりづらいとの指

摘を受けて、次回の会議でどのような文言を加えたらよいのかを含め検討したい。 

 

【B 委員】 

〇災害時における地域の高齢者に対する避難誘導について、高齢者世帯が避難誘導にき

づいていなかったケースがある。そういったケースを防ぐために自治体のネットワーク

として複数の部署や民生委員との連携があると思うがマンパワーが足りないと思われ

るため町内会などの協力も必要ではないか。 

素案 63 ページの「施策 ５ 安全・安心なまちづくり」の「避難・救護体制の強化」に

ついて、取組内容の中に「市と民生委員等と連携をとりながら」とあるがこれを「市と

民生委員、自治会等と連携をとりながら」として、高齢者が短時間で誘導する仕組みを

検討してほしい。 

⇒（事務局）指摘については、防災担当部署と協議して次回示したい。 

 

【C 委員】 

○第５章になるが、国の基本方針に対する市の取組方針に「市は以下の方針の通り対応

していきます」とあり、その中の（３）に人材の確保と生産性の向上について書かれ

ているが、第４章の施策の中にどのように反映しているのか。 



⇒（事務局）５７ページに新たな介護人材の確保として記載している。 

【C 委員】 

○人材の確保については理解したが、生産性の向上についても基本施策の中に載ってい

ないと実施されないのではないかと思う。 

⇒（事務局）生産性の向上に向けた取組を入れるとすれば 57 ページの介護人材の確保

の中に入ってくると思う。記載する内容については検討し、次回に示したい。 

【C 委員】 

○支援がなければ今後の介護事業の運営は成り立たなくなると思うので文言に記載す

ることは大事だと思う。支援については、国の ICT 助成金などが莫大な金額が設定さ

れており、市の中でも取組を位置づけていってほしい。 

 

【D 委員】 

○５８ページにある心の健康づくりの推進はケアマネジャーとして心強いと思うが、相

談された後の対応についての考えがあるのか。例えば、閉じこもりやうつ状態の人は

市役所に出向くことはなく、そういった方の情報が入った場合、市の方から訪問をし

ていく考えもあるのか。 

⇒（事務局）こころの健康づくりだけではなく、市民からの連絡があり訪問して相談対

応をしている。 

 

【C 委員】 

○意見であるが、５４ページの認知症に関して、本年度、認知症法案が改正され、共生

社会や認知症の正しい知識の理解・啓発だけでなく、認知症のあるがままの状態で地

域の中で役割をもって生活していくという方向を示している。第９期計画には必要な

認知症施策は整理されていると思うが、次回からの視点として、さらに盛り込むべき

テーマとして提示しておきたい。 

 

【A 委員】 

○５９ページの生きがいづくり活動の推進について、具体的なグランドゴルフなどが記

載られている、これがどこで何が行われているのかわからない高齢者も多いのかと思

う。計画の中でどこまで具体的な内容を記載することは難しいと思うが、推進するだ

けでなく、伝達方法を工夫するなどの実施内容があるとよいと思う。 

 

②計画素案（64 ページ以降） 

（事務局より資料説明後、質疑） 

（意見） 

【C 委員】 

○来年介護報酬改定なので、年内の試算は難しいのでは 

⇒（事務局）ご意見の通り、介護報酬の改定の議論が進められており、年明けに介護報

酬の改定が示される予定と聞いている。その後の介護保険料を算定するとスケジュー



ルには間に合わないので、報酬改定を見込んで上乗せした金額で想定していく予定で

ある。 

 

【C 委員】 

○実際は数字が変わるということで理解しておいた方が良いか。 

⇒（事務局）なるべく大きな差がないようなかたちにしたい。 

 

【A 委員】 

○各サービスの見込量の人数は実人数なのか。 

⇒（事務局）実人数である。 

【A 委員】 

○看護小規模多機能型居宅介護の見込量の２人や認知症通所介護の見込量の３人では

事業として成り立たない。現実的な数値ではないのでは。 

⇒（事務局）月ベースの実人数であり、年にすると認知症通所介護では 36 人となる。

認知症通所介護についてはこれまでの市の実績からみて同規模であり、看護型小規模

多機能居宅介護については本市には施設がないので市外の少人数の施設利用となる。 

【A 委員】 

○前回では地域密着型サービスを充実するとの話であったが、市では看護小規模多機能

居宅介護はつくらないということか。 

⇒（事務局）認知症通所介護は対応しているグループホームで実施している数値をおり

こんでいる。看護小規模多機能居宅介護については市内でサービスを利用したいとい

う人が増えていくこととがあれば対応できる施設に働きかけていくことになる。 

【A 委員】 

○施設が無い状態でサービスの数値を出すのは難しいが、市内の施設ができれば数値は

変わっていくと思うので、この数値は市外での利用を想定した数値として理解した

い。 

【A 委員】 

○第８期計画で示した見込との実績がどうだったのか見たことがないが。見込を推計す

るにあたって、実績と検証することは必要ではないか。 

⇒（事務局）ご意見の通り、実績を検証することは大事であると思う。コロナ禍の影響

があったので第８期の実績は一概に比較できないところだが、令和 4 年度の給付費の

実績をみると全体数値では計画見込と比較して 86.7％と減少している。また、令和５

年度（７か月ベース）の実績は前年度と比較して 0.3％微増で推移している。 

【A 委員】 

○第８期はコロナ禍の影響があったので比較検証はできないと思うが、計画見込値の検

証は必要である。 

○この計画の数値は市の方針として重点で取り組むところについては反映できるのか。

例えば、５６ページのレスパイト機能を持つ施設の活用はとても大事なところであ

り、居宅介護支援は令和６年度の見込は 1,657 人が認定者じゃなくてこれくらいサー



ビスを利用する人がいると考えた時に、短期入所についてはどうなのか。近隣でも多

い地域であると思う。ショートステイや住宅改修については施設を継続していく上で

重要な点ではあると思うが施策であがっているのに数字には反映されていないよう

にみえる。 

⇒（事務局）システムだけで推計している自分たちにとって、現場の方のご意見は貴重

であり、皆様のご意見を盛り込めるよう検討していきたい。 

【C 委員】 

○前年度、実績が減少した話だが、余った保険料はどう調整するのか。 

⇒（事務局）令和４年度については余剰金が発生しており、この余剰金は介護保険準備

金に積み立てられ、次期の保険料の算定の際にその財源として活用していくことにな

る。この基金をどのくらい取り崩すのかを含め、市として協議しており次回示したい。 

○余った金額を充て保険料が下がった後、令和９年度に急に保険料があがることがない

ように反映してほしい。 

 

     

 

 

 

 

 


